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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
【発行日】令和1年9月12日(2019.9.12)

【公表番号】特表2018-526351(P2018-526351A)
【公表日】平成30年9月13日(2018.9.13)
【年通号数】公開・登録公報2018-035
【出願番号】特願2018-506262(P2018-506262)
【国際特許分類】
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   Ａ６１Ｋ  47/12     (2006.01)
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【ＦＩ】
   Ａ６１Ｋ   45/00     　　　　
   Ａ６１Ｐ   29/00     　　　　
   Ａ６１Ｋ   31/192    　　　　
   Ａ６１Ｋ   47/14     　　　　
   Ａ６１Ｋ   47/12     　　　　
   Ａ６１Ｋ   47/10     　　　　

【手続補正書】
【提出日】令和1年8月1日(2019.8.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ａ）２７重量％～２９重量％の非ステロイド性抗炎症薬（ＮＳＡＩＤ）、
　ｂ）３４重量％～４０重量％の室温すなわち２０℃で固体の飽和Ｃ１０～Ｃ１８トリグ
リセリドの混合物、
　ｃ）２２重量％～２８重量％の室温すなわち２０℃で液体のモノグリセリドおよびジグ
リセリドを含む１種以上の部分的に加水分解された脂肪、および
　ｄ）７重量％～１３重量％の液体グリコールポリマーを含む安定化剤
を含む固溶体医薬組成物であり、
　前記固溶体医薬組成物は、正常なヒトの体温すなわち３７℃で液体であり、かつ室温す
なわち２０℃で固体である、固溶体医薬組成物。
【請求項２】
　前記ＮＳＡＩＤはイブプロフェンである、請求項１に記載の固溶体医薬組成物。
【請求項３】
　３６重量％～３８重量％の（ｂ）を含む、前記請求項のいずれか一項に記載の固溶体医
薬組成物。
【請求項４】
　２３重量％～２５重量％の（ｃ）を含む、前記請求項のいずれか一項に記載の固溶体医
薬組成物。
【請求項５】
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　９重量％～１１重量％の（ｄ）を含む、前記請求項のいずれか一項に記載の固溶体医薬
組成物。
【請求項６】
　（ｂ）はグリセロ脂質を含む、前記請求項のいずれか一項に記載の固溶体医薬組成物。
【請求項７】
　（ｃ）は、モノリノール酸グリセリンを含む、前記請求項のいずれか一項に記載の固溶
体医薬組成物。
【請求項８】
　（ｄ）は液体ポリエチレングリコールポリマーまたは液体ポリプロピレングリコールポ
リマーを含む、前記請求項のいずれか一項に記載の固溶体医薬組成物。
【請求項９】
　前記ポリエチレングリコールポリマーは、ＰＥＧ１００、ＰＥＧ２００、ＰＥＧ３００
、ＰＥＧ４００、ＰＥＧ５００、ＰＥＧ６００、ＰＥＧ７００、ＰＥＧ８００、ＰＥＧ９
００、ＰＥＧ１０００またはそれらの任意の組み合わせを含む、請求項８に記載の固溶体
医薬組成物。
【請求項１０】
　前記飽和Ｃ１０～Ｃ１８トリグリセリドの混合物は、主に４１℃～４５℃の融点を有す
るＣ１０～Ｃ１８のモノグリセリド、ジグリセリドおよびトリグリセリドからなる混合物
を含む、前記請求項のいずれか一項に記載の固溶体医薬組成物。
【請求項１１】
　前記１種以上の部分的に加水分解された脂肪は、コーン油から誘導されるＣ１６～Ｃ１

８のモノグリセリド、ジグリセリドおよびトリグリセリドからなる混合物を含む、前記請
求項のいずれか一項に記載の固溶体医薬組成物。
【請求項１２】
　ａ）２７重量％～２９重量％のイブプロフェン、
　ｂ）３４重量％～４０重量％の室温すなわち２０℃で固体の飽和Ｃ１０～Ｃ１８トリグ
リセリドの混合物、
　ｃ）ｃ）２２重量％～２８重量％の室温すなわち２０℃で液体のモノグリセリドおよび
ジグリセリドを含む１種以上の部分的に加水分解された脂肪、および
　ｄ）７重量％～１３重量％のポリオキシエチレンポリマーを含む安定化剤、
を含む固溶体医薬組成物であって、
　前記固溶体医薬組成物は、正常なヒトの体温すなわち３７℃で液体であり、かつ室温す
なわち２０℃で固体である、前記請求項のいずれか一項に記載の固溶体医薬組成物。
【請求項１３】
　前記飽和Ｃ１０～Ｃ１８トリグリセリドの混合物は、主に４１℃～４５℃の融点を有す
るＣ１０～Ｃ１８のモノグリセリド、ジグリセリドおよびトリグリセリドからなる混合物
を含む、請求項１２に記載の固溶体医薬組成物。
【請求項１４】
　前記１種以上の部分的に加水分解された脂肪は、コーン油から誘導されるＣ１６～Ｃ１

８のモノグリセリド、ジグリセリドおよびトリグリセリドからなる混合物を含む、請求項
１２または１３に記載の固溶体医薬組成物。
【請求項１５】
　請求項１～１４のいずれか一項に記載の固溶体医薬組成物の経口剤形。
【請求項１６】
　炎症、疼痛または慢性炎症を治療するのに使用される請求項１～１４のいずれか１項に
記載の固溶体医薬組成物。
【請求項１７】
　炎症、疼痛または慢性炎症を治療するのに使用される請求項１５に記載の経口剤形。
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